
大阪市水道局課長代理等専決事項要綱 

 

制  定 平成23年７月28日局長決   

最近改正 令和８年３月31日総務課長決 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めるもののほか、大阪市水道局事務専決規程（令和３年大阪市水道事業管

理規程第17号。以下「専決規程」という。）第24条の規定による水道局の各課長代理（専決規程第４条

第２号に規定する課長代理をいう。以下同じ。）の専決事項に関し必要な事項を定めるものとする。 

（総務課長代理専決事項） 

第２条 専決規程第６条の規定に基づいて総務課長が専決している次の事項については、専決規程第24

条の規定に基づき、総務課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇（７日以上

の病気休暇及び介護休暇を除く。以下同じ。）の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関

すること 

 ⑵ ホームページに掲載されている情報の更新に関すること 

（法務監査担当課長代理専決事項） 

第３条 専決規程第６条の規定に基づいて法務監査担当課長が専決している次の事項については、専決

規程第24条の規定に基づき、法務監査担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 大阪市水道局事務分掌規程（昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号。以下「事務分掌規程」と

いう。）第３条第１項の規定により法務監査担当課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所

属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠

勤に係る届出の承認等に関すること 

（企画課長代理専決事項） 

第４条 専決規程第６条の規定に基づいて企画課長が専決している次の事項については、専決規程第24

条の規定に基づき、企画課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（企画推進担当課長代理） 

第５条 専決規程第６条の規定に基づいて企画推進担当課長が専決している次の事項については、専決

規程第24条の規定に基づき、企画推進担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（ＤＸ推進課長代理専決事項） 

第６条 専決規程第６条の規定に基づいてＤＸ推進課長が専決している次の事項については、専決規程

第24条の規定に基づき、ＤＸ推進課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（ＩＣＴ基盤担当課長代理専決事項） 

第７条 専決規程第６条の規定に基づいてＩＣＴ基盤担当課長が専決している次の事項については、専



決規程第24条の規定に基づき、ＩＣＴ基盤担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（連携推進課長代理専決事項） 

第８条 専決規程第６条の規定に基づいて連携推進課長が専決している次の事項については、専決規程

第24条の規定に基づき、連携推進課長代理に専決させるものとする。 

⑴ 事務分掌規程第３条第１項の規定により連携推進課長より命ぜられた業務に従事する係長以下

の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び

欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（ＰＦＩ事業調整担当課長代理専決事項） 

第９条 専決規程第６条の規定に基づいてＰＦＩ事業調整担当課長が専決している次の事項について

は、専決規程第24条の規定に基づき、ＰＦＩ事業調整担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（広域連携・海外支援担当課長代理専決事項） 

第10条 専決規程第６条の規定に基づいて広域連携・海外支援担当課長が専決している次の事項につい

ては、専決規程第24条の規定に基づき、広域連携・海外支援担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（職員課長代理専決事項） 

第11条 専決規程第６条の規定に基づいて職員課長が専決している次の事項については、専決規程第24

条の規定に基づき、職員課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

 ⑵ 職員課において発行する在職（勤務）証明書、資格取得に係る履歴書その他これらに準ずる軽易

かつ定例の諸証明に関すること 

（研修・厚生担当課長代理専決事項） 

第12条 専決規程第６条の規定に基づいて研修・厚生担当課長が専決している次の事項については、専

決規程第24条の規定に基づき、研修・厚生担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員（体験型研修センターに関する事務に従事する者を除く。）の時間外勤務、休日

勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に

関すること 

 ⑵ 業務改善に係る事務の実施に伴う軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知等に関すること 

 ⑶ 市内出張に係る旅費の決定に関すること 

２ 専決規程第６条の規定に基づいて研修・厚生担当課長が専決している次の事項については、専決規

程第24条の規定に基づき、研修・厚生担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 体験型研修センターに関する事務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の

振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

 ⑵ 研修等の実施に伴う当該研修等の対象者の調査等の軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通

知等に関すること 



（経理課長代理専決事項） 

第13条 専決規程第６条の規定に基づいて経理課長が専決している次の事項については、専決規程第24

条の規定に基づき、経理課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（管財課長代理専決事項） 

第14条 専決規程第６条の規定に基づいて管財課長が専決している次の事項については、専決規程第24

条の規定に基づき、管財課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（お客さまサービス課長代理専決事項） 

第15条 専決規程第６条の規定に基づいてお客さまサービス課長が専決している次の事項については、

専決規程第24条の規定に基づき、お客さまサービス課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員（お客さまセンターに関する事務に従事する者を除く。）の時間外勤務、休日勤

務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関

すること 

２ 専決規程第６条の規定に基づいて営業企画担当課長が専決している次の事項については、専決規程

第24条の規定に基づき、お客さまサービス課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 料金システム再構築及び営業所オンラインシステムに関する事務に従事する係長以下の所属員

の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に

係る届出の承認等に関すること 

３ 専決規程第６条の規定に基づいてお客さまサービス課長が専決している次の事項については、専決

規程第24条の規定に基づき、お客さまサービス課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ お客さまセンターに関する事務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振

替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

 ⑵ お客さまセンターの管理・運営に係る事務の実施に伴う軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、

通知等に関すること 

（営業企画担当課長代理専決事項） 

第16条 専決規程第６条の規定に基づいて営業企画担当課長が専決している次の事項については、専決

規程第24条の規定に基づき、営業企画担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員（料金システム再構築及び営業所オンラインシステムに関する事務に従事する

者を除く。）の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤

及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（北部方面営業担当課長代理専決事項） 

第17条 専決規程第６条の規定に基づいて北部方面営業担当課長が専決している次の事項については、

専決規程第24条の規定に基づき、北部方面営業担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 北部方面営業担当課長が専管する事務のうち、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区

に係る事務（以下この条において「北西方面営業事務」という。）に関する軽易かつ定例の金銭出納

事務（事後調定に限る。）及び水道料金等の納付状況等に係る証明書の発行等に関すること 

 ⑵ 北西方面営業事務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務



に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（南部方面営業担当課長代理専決事項） 

第18条 専決規程第６条の規定に基づいて南部方面営業担当課長が専決している次の事項については、

専決規程第24条の規定に基づき、南部方面営業担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 南部方面営業担当課長が専管する事務のうち、中央区、西区、港区、大正区、浪速区、住之江区

及び西成区にかかる事務（以下この条において「南西方面営業事務」という。）に関する軽易かつ定

例の金銭出納事務（事後調定に限る。）及び水道料金等の納付状況等にかかる証明書の発行等に関す

ること 

 ⑵ 南西方面営業事務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務

に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（計画課長代理専決事項） 

第19条 専決規程第６条の規定に基づいて計画課長が専決している次の事項については、専決規程第24

条の規定に基づき、計画課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 事務分掌規程第３条第１項の規定により計画課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所

属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠

勤に係る届出の承認等に関すること 

（危機管理担当課長代理専決事項） 

第20条 専決規程第６条の規定に基づいて危機管理担当課長が専決している次の事項については、専決

規程第24条の規定に基づき、危機管理担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること（土木施設課長代理専決事項） 

第21条 専決規程第６条の規定に基づいて土木施設課長が専決している次の事項については、専決規程

第24条の規定に基づき、土木施設課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 事務分掌規程第３条第１項の規定により土木施設課長より命ぜられた業務に従事する係長以下

の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及

び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（技術監理担当課長代理専決事項） 

第22条 専決規程第６条の規定に基づいて技術監理担当課長が専決している次の事項については、専決

規程第24条の規定に基づき、技術監理担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（設備課長代理専決事項） 

第23条 専決規程第６条の規定に基づいて設備課長が専決している次の事項については、専決規程第24

条の規定に基づき、設備課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 事務分掌規程第３条第１項の規定により設備課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所

属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠

勤に係る届出の承認等に関すること 

（配水課長代理専決事項） 

第24条 専決規程第６条の規定に基づいて配水課長が専決している次の事項については、専決規程第24

条の規定に基づき、配水課長代理に専決させるものとする。 



 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（給水課長代理専決事項） 

第25条 専決規程第６条の規定に基づいて給水課長が専決している次の事項については、専決規程第24

条の規定に基づき、給水課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（柴島浄水場副場長専決事項） 

第26条 専決規程第６条の規定に基づいて柴島浄水場長が専決している次の事項については、専決規程

第24条の規定に基づき、柴島浄水場副場長に専決させるものとする。 

 ⑴ 事務分掌規程第３条第１項の規定により柴島浄水場長より命ぜられた業務に従事する係長以下

の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及

び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（設備保全センター副所長専決事項） 

第27条 専決規程第６条の規定に基づいて設備保全センター所長が専決している次の事項については、

専決規程第24条の規定に基づき、設備保全センター副所長に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（水質管理研究センター副所長専決事項） 

第28条 専決規程第６条の規定に基づいて水質管理研究センター所長が専決している次の事項につい

ては、専決規程第24条の規定に基づき、水質管理研究センター副所長に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（水質調査研究担当課長代理専決事項） 

第29条 専決規程第６条の規定に基づいて水質調査研究担当課長が専決している次の事項については、

専決規程第24条の規定に基づき、水質調査研究担当課長代理に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（西部水道センター副所長専決事項） 

第30条 専決規程第６条の規定に基づいて西部水道センター所長が専決している次の事項については、

専決規程第24条の規定に基づき、西部水道センター副所長に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（南部水道センター副所長専決事項） 

第31条 専決規程第６条の規定に基づいて南部水道センター所長が専決している次の事項については、

専決規程第24条の規定に基づき、南部水道センター副所長に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（北部水道センター副所長専決事項） 

第32条 専決規程第６条の規定に基づいて北部水道センター所長が専決している次の事項については、



専決規程第24条の規定に基づき、北部水道センター副所長に専決させるものとする。 

 ⑴ 係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出

勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること 

（課長代理に事故があるとき等の専決） 

第33条 この要綱の規定により専決権を与えられた課長代理に事故があるとき又は課長代理が欠けた

ときの専決権者は、課長（専決規程第３条第１号に規定する課長をいう。）とする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成23年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成23年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和４年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和４年８月15日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和８年４月１日から施行する。 


